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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
の
対
象

者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
の
指
定
…
…

…
…
…（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
戦
略
部
デ
ジ
タ
ル
改
革
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

公

告

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…（
同
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
廃
止
の
届
出
…
…（
同
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
…
…（
同
）…
�

正

誤

○
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
規
則
第
七
十
号
…
…
…
…
�

○
令
和
三
年
五
月
六
日
付
東
京
都
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
五
号

令
和
三
年
四
月
の
東
京
都
特
定
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊

急
事
態
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
規
則

（
令
和
三
年
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
四
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

令
和
三
年
四
月
の
東
京
都
特
定
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急

事
態
に
関
し
、
東
京
都
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保

全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
東
京
都

条
例
第
五
十
四
号
）
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日

を
延
長
す
る
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了

日
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

特
定
権
利
利
益

対
象
者

延
長
後
の

満
了
日

救
急
業
務
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
条
例

第
五
十
六
号
）
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
患
者
等
搬
送

事
業
者
の
認
定

東
京
都
内
で
患

者
等
の
搬
送
事

業
を
行
う
者

令
和
三
年

九
月
三
十

日

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
三
十
七

年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
消
防
総
監
が
指

定
す
る
場
所
に
お
け
る
喫
煙
、

裸
火
の
使
用
又
は
火
災
予
防
上

危
険
な
物
品
の
持
込
み
の
承
認

東
京
都
内
で
承

認
を
受
け
て
い

る
者

同
右

火
災
予
防
条
例
第
五
十
五
条
の

五
の
十
の
規
定
に
よ
る
優
良
防

火
対
象
物
の
認
定

東
京
都
内
で
認

定
を
受
け
て
い

る
者

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
上
板
橋
駅
南
口
駅
前
東
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

片
桐

正
隆

二

住
所

板
橋
区
上
板
橋
一
丁
目
十
三
番
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ヨ
ド
バ
シ
西
新
宿
Ｍ
Ｙ
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
十
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ヨ
ド
バ
シ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
五
丁
目
三
番
一
号

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヨ
ド
バ
シ
カ
メ
ラ

六

新
設
を
す
る
日

令
和
四
年
一
月
一
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

三
千
七
百
四
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

三
十
二
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

五
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

隔
地

四
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

十
八
・
七
三
立
方
メ
ー
ト
ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
七
時

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

午
後
十
時

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十

分
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

一
箇
所

店
舗
西
側

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

二
十
四
時
間
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き
る
時
間
帯

十
七

届
出
日

令
和
三
年
四
月
三
十
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

丸
井
新
宿
東
口
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
十
八
番
一
号

三

設
置
者
名

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
麴
町
五
丁
目
一
番
地
一

五

変
更
前
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二

十
三
号

六

変
更
後
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
麴
町
五
丁
目
一
番
地
一

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

青
山
商
事
株
式
会
社
ほ
か
四
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

青
山
商
事
株
式
会
社
ほ
か
二
名

九

変
更
日

令
和
二
年
十
二
月
十
六
日
ほ
か

十

届
出
日

令
和
三
年
五
月
六
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

京
王
新
宿
追
分
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
十
三
号

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｖ
Ｅ
Ｒ

２
１

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｌ

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

イ
ケ
ア
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

七

変
更
日

令
和
三
年
五
月
一
日

八

届
出
日

令
和
三
年
五
月
七
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
廃
止
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ス
ー
パ
ー
ア
ル
プ
ス
長
房
店

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
長
房
町
五
百
五
十

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
ア
ル
プ
ス

四

店
舗
面
積
の
合
計

が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
と
な
る
日

令
和
三
年
二
月
一
日
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

西
武
池
袋
本
店
・
池
袋
パ
ル
コ
・
池
袋
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
パ
ー
ク

二

店
舗
所
在
地

豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
二
十
八
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
・
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
ほ
か
五
名

四

意
見

ア

聴
取
者

豊
島
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
五
月
十
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
二
十

四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

正

誤

○
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
規
則
第
七
十
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

増
刊
２３

四

上

五

第
六
十
六
の
二

第
六
十
六
条
の
二

○
令
和
三
年
五
月
六
日
付
東
京
都
公
告

七
ペ
ー
ジ
上
段
、
七
ペ
ー
ジ
下
段
及
び
八
ペ
ー
ジ
上
段
の
各
表
を

次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。



（第17340号）東 京 都 公 報令和3年5月24日（月曜日）５



令和3年5月24日（月曜日）東 京 都 公 報（第17340号） ６

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


